
財務調査課の所管事項について

令和４年３月22日
総務省自治財政局財務調査課



１．財務調査課の体制及び主な所掌事務
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財務調査課の体制及び主な所掌事務について

課内総括、公共施設マネジメント、公立大学に係る制度の企画

立案、地方大学を活用した雇用創出・若者定着等
企画係

財務調査係

助成係

調査統計係

財政健全化係

公会計係

個別地方公共団体の財政運営に関する調査・助言勧告等

辺地及び過疎対策事業債、後進地域における特例措置等

地方財政状況調査（決算統計）、地方財政白書、地方財政の

「見える化」

財政健全化制度の企画立案、健全化指標の算定・公表、夕張

市の財政再生計画の協議等

統一的な基準による地方公会計の推進

課長補佐

課長補佐

課長補佐

財政健全化
専門官

課長補佐

財務調査課長
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２．財務調査課の付議案件
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財務調査課の付議案件について①

● 平成○年度「地方財政の状況」（地方財政白書）について

地方財政法（昭和二十三年法律第百九号）抄

（地方財政の状況に関する報告）

第三十条の二 内閣は、毎年度地方財政の状況を明らかにして、これを国会に報告しなければならない。

２ 総務大臣は、前項に規定する地方財政の状況に関する報告の案を作成しようとするときは、地方財政審議会

の意見を聴かなければならない。

● 夕張市財政再生計画の変更の同意について

地方公共団体の財政の健全化に関する法律（平成十九年法律第九十四号）抄

（財政再生計画の同意）

第十条 地方公共団体は、財政再生計画について、議会の議決を経て、総務大臣に（市町村及び特別区にあって

は、都道府県知事を通じて総務大臣に）協議し、その同意を求めることができる。

２（略）

３ 総務大臣は、第一項の規定による協議を受けた財政再生計画が、前項の基準に照らして適当なものであると認めら

れるときは、これに同意するものとする。

４ 総務大臣は、第二項の基準の作成及び前項の同意については、地方財政審議会の意見を聴かなければならない。

５（略）

６ 地方公共団体は、第三項の同意を得ている財政再生計画を変更しようとするときは、あらかじめ、総務大臣に協

議し、その同意を得なければならない。ただし、災害その他緊急やむを得ない理由により、あらかじめ、総務大臣

に協議し、その同意を得る時間的余裕がないときは、事後において、遅滞なく、その変更について総務大臣に協議

し、その同意を得なければならない。

７ 第二項から第五項までの規定は、前項の変更の同意について準用する。

法令に基づく案件
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財務調査課の付議案件について②

● 夕張市の地方債の起債の許可について

地方公共団体の財政の健全化に関する法律（平成十九年法律第九十四号）抄

（地方債の起債の許可）

第十三条 財政再生団体及び財政再生計画を定めていない地方公共団体であって再生判断比率のいずれかが財政再生基

準以上である地方公共団体は、地方債を起こし、又は起こそうとし、若しくは起こした地方債の起債の方法、利率若

しくは償還の方法を変更しようとする場合には、政令で定めるところにより、総務大臣の許可を受けなければならな

い。この場合においては、地方財政法第五条の三第一項の規定による協議をすること及び同条第六項の規定による届

出をすること並びに同法第五条の四第一項及び第三項から第五項までに規定する許可を受けることを要しない。

２・３ （略）

４ 総務大臣は、第一項の総務大臣の許可については、地方財政審議会の意見を聴かなければならない。

法令に基づく案件
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財務調査課の付議案件について③

【決算統計関係】

● ・平成○年度都道府県普通会計決算の概要（速報）について

・平成○年度市町村普通会計決算の概要（速報）について

● ・平成○年度地方公共団体普通会計決算の概要（確報）について

・平成○年度都道府県普通会計決算の概要（確報）について

・平成○年度市町村普通会計決算の概要（確報）について

【当初予算関係】

● 平成○年度都道府県・政令指定都市普通会計当初予算の状況について

【財政健全化関係】

● 平成○年度決算に基づく健全化判断比率等の概要（速報）

● 平成○年度決算に基づく健全化判断比率等の概要（確報）

● 平成○年度の財政再生計画等の実施状況及び完了報告の概要

主な定例的報告案件
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３．地方財政状況調査（決算統計）
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地方財政状況調査（決算統計）について

地方財政状況調査（決算統計）は、地方自治法第252条の17の5の規定に基づき、総務大臣が実施をしている各地方公共団

体の決算に関する統計調査であり、地方財政の状況を分析するための基礎となるものである。

統計法に基づく統計調査（基幹統計及び一般統計）には位置づけられておらず、業務統計扱いとなっている。

全ての地方公共団体（都道府県、市町村、特別区、一部事務組合、広域連合の計3,020団体（令和2年度決算））を対象に調査

を実施（悉皆調査）し、全団体から報告を受けており、調査結果を地方財政白書の内容の基礎とするとともに、集計表をe-Stat

（イースタット、政府統計の総合窓口）において公表している。

【参考】

地方自治法（昭和二十二年四月十七日法律第六十七号）（抄）

（組織及び運営の合理化に係る助言及び勧告並びに資料の提出の要求）
第二百五十二条の十七の五 総務大臣又は都道府県知事は、普通地方公共団体の組織及び運営の合理化に資するため、普通地方公共団体に対し、適切
と認める技術的な助言若しくは勧告をし、又は当該助言若しくは勧告をするため若しくは普通地方公共団体の組織及び運営の合理化に関する情報を
提供するため必要な資料の提出を求めることができる。

２ 総務大臣は、都道府県知事に対し、前項の規定による市町村に対する助言若しくは勧告又は資料の提出の求めに関し、必要な指示をすることがで
きる。

３ 普通地方公共団体の長は、第二条第十四項及び第十五項の規定の趣旨を達成するため必要があると認めるときは、総務大臣又は都道府県知事に対
し、当該普通地方公共団体の組織及び運営の合理化に関する技術的な助言若しくは勧告又は必要な情報の提供を求めることができる。

統計法（昭和22年法律第18号） （抄）

（定義）
第二条 （略）
２～４ （略）
５ この法律において「統計調査」とは、行政機関等が統計の作成を目的として個人又は法人その他の団体に対し事実の報告を求めることにより行う
調査をいう。ただし、次に掲げるものを除く。
一 行政機関等がその内部において行うもの
二 この法律及びこれに基づく命令以外の法律又は政令において、行政機関等に対し、報告を求めることが規定されているもの
三 政令で定める行政機関等が政令で定める事務に関して行うもの

６～12 （略）
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令和2年度地方公共団体普通会計決算の概要

歳 入

１２５．５兆円（＋２５．８兆円）

１３０．０兆円（＋２６．８兆円）

１ 歳入 〈歳入の推移〉

〈歳入の状況〉

〈歳出の推移〉

〈性質別歳出の状況〉

２ 歳出

歳 出

注１ 本資料は、都道府県（47団体）及び市町村（市町村1,718団体、特別区23団体、一部事務組合1,165団体、広域連合114団体、計3,020団体）の普通会計の純計決算額を取りまとめたものです。
注２ 本資料の図表中の数値については、表示単位未満四捨五入の関係で、合計が一致しない場合があります。
注３ 本資料においては、東日本大震災に係る復旧・復興事業及び全国防災事業に係る決算額を「東日本大震災分」と、全体の決算額から東日本大震災分を差し引いた値を「通常収支分」と表記

しています。

【増要因】

・新型コロナウイルス感染症対策に
係る補助事業の増等による国庫支
出金の増加

（21兆6,170億円増）
・制度融資の増等による貸付金元利
収入の増加

（4兆2,167億円増）
・減収補塡債の増等による地方債の
増加

（1兆3,902億円増）

【減要因】

・法人関係の地方税・地方譲与税の
減等による地方税、地方譲与税の
減少

地方税3,858億円減
地方譲与税3,815億円減

平成28 29 30 令和元 2

976,422
985,152

989,763

1,011,238

1,281,883
38,177 28,081 23,690

21,221

18,589
1,014,598

1,013,233
1,013,4531,032,459

1,300,472
（兆円）

（年度）

通常収支分 東日本大震災分

（
決

算

規

模
）

100

96

92

88

億円

0

地方税

408,256 

地方譲与税

22,323 

地方特例交付金

2,256 

地方交付税

169,890 

国庫支出金

374,024 

地方債

122,607 

その他

201,116 

（億円）

歳入総額

億円

1,300,472

うち貸付金元利収入
78,744

平成28 29 30 令和元 2

947,666 955,066
959,341

978,969
1,239,385

33,749 24,918 20,865

18,053

15,203

981,415979,984 980,206 997,022

1,254,588

（兆円）

（年度）

通常収支分 東日本大震災分

（
決

算

規

模
）

120

96

92

88

億円

0

人件費

230,283 

扶助費

154,222 

公債費

120,342 

投資的経費

168,709 

その他

581,033 

（億円）

うち普通建設事業費
158,663

うち
物件費 106,774
補助費等 287,853

歳出総額

億円

1,254,588

【増要因】

・新型コロナウイルス感染症対策に
係る事業の増等による補助費等の
増加

（19兆1,568億円増）
・制度融資の増等による貸付金の増

加
（4兆5,622億円増）

・新型コロナウイルス感染症対策に
係る委託費の増等による物件費の
増加

（6,959億円増）

【減要因】

・建設地方債に係る元利償還金の減
等による公債費の減少

（791億円減）

うち通常収支分 １２８．２兆円（＋２７．１兆円）、東日本大震災分１．９兆円（▲０．３兆円）

うち通常収支分 １２３．９兆円（＋２６．０兆円）、東日本大震災分１．５兆円（▲０．３兆円）
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４ 財政構造の弾力性

３ 決算収支

(1) 実 質 収 支：2兆7,274億円の黒字（5,679億円増）

実質単年度収支：2,485億円の黒字（1,705億円増）

(2) 実質収支が赤字の団体は、１団体（京都市）となった。

（令和元年度は全ての団体が黒字）

(1) 経常収支比率 ：93.8％（0.4ポイント上昇）

(2) 実質公債費比率： 7.8％（0.2ポイント低下）

区 分 令和元年度 令和2年度 対前年度増減

実 質 収 支 2兆1,595億円 2兆7,274億円 5,679億円

実質単年度収支 779億円 2,485億円 1,705億円

区 分 令和元年度 令和2年度 対前年度増減

経常収支比率 93.4％ 93.8％ 0.4

実質公債費比率 8.0％ 7.8％ ▲0.2

年度 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R元 R2

経常収支比率 92.6％ 92.7％ 91.6％ 92.1％ 91.7％ 93.4％ 93.5％ 93.0％ 93.4％ 93.8％

実質公債費比率 11.8％ 11.3％ 10.9％ 10.4％ 9.9％ 9.3％ 8.8％ 8.4％ 8.0％ 7.8％

（経常収支比率及び実質公債費比率の推移）

区 分 80％未満
80％以上 90％以上

100％以上 合計
90％未満 100％未満

令和2年度

都道府県 －
3 42 2 47

(6.4%) (89.4%) (4.3%) (100.0%)

市町村
106 682 899 31 1,718

(6.2%) (39.7%) (52.3%) (1.8%) (100.0%)

令和元年度

都道府県
1

－
46

－
47

(2.1%) (97.9%) (100.0%)

市町村
85 569 1,011 53 1,718

(4.9%) (33.1%) (58.8%) (3.1%) (100.0%)

区 分 18％未満
18％以上 25％以上

35％以上 合計
25％未満 35％未満

令和2年度

都道府県
46 1

－ －
47

(97.9%) (2.1%) (100.0%)

市区町村
1,738 2

－
1 1,741

(99.8%) (0.1%) (0.1%) (100.0%)

令和元年度
都道府県

46 1
－ －

47

(97.9%) (2.1%) (100.0%)

市区町村
1,735 5

－
1 1,741

(99.7%) (0.3%) (0.1%) (100.0%)

（経常収支比率の段階別団体数の状況） （実質公債費比率の段階別団体数の状況）

（経常収支比率及び実質公債費比率の状況）

（実質収支及び実質単年度収支の状況）
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５ 普通会計が負担すべき借入金残高

区 分 令和元年度 令和2年度 増減額 増減率

地方債現在高 143兆4,429億円 144兆5,697億円 1兆1,268億円 0.8%

うち臨時財政対策債 53兆9,662億円 53兆6,156億円 ▲3,506億円 ▲0.6%

公営企業債現在高
（普通会計負担分）

17兆5,963億円 16兆7,943億円 ▲8,020億円 ▲4.6%

交付税特別会計借入金残高
（地方負担分）

31兆2,123億円 30兆9,623億円 ▲2,500億円 ▲0.8%

合 計 192兆2,515億円 192兆3,263億円 748億円 0.0%

（注）公営企業債現在高（普通会計負担分）は、決算統計をベースとした推計値である。

年度 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R元 R2

借入金残高 200.4 201.0 201.4 200.5 199.1 197.3 195.6 193.6 192.3 192.3 

うち地方債現在高 143.2 144.7 145.9 146.0 145.5 144.9 144.3 143.7 143.4 144.6 

（普通会計が負担すべき借入金残高の推移）

（普通会計が負担すべき借入金残高の状況）

（単位：兆円）
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新型コロナウイルス感染症対策関連経費の状況（令和２年度決算）

○ 地方公共団体が令和2年度に実施した新型コロナウイルス感染症対策関連経費は、25.6兆円であり、これは、令和2年度の

歳出決算額の通常収支分の前年度決算額からの増加額26兆円と概ね同規模となっている。

○ 新型コロナウイルス感染症対策の財源としては、特別定額給付金事業費補助金や地方創生臨時交付金などの国庫支出

金が措置されており、これらの「国庫支出金」（20.1兆円）と、貸付けした資金が年度中に返還される貸付金元利収入等の「そ

の他の収入」（4.5兆円）で、全体の96％を占めている。

○ 新型コロナウイルス感染症の影響により地方税、地方譲与税が7,673億円の減となったが、減収補塡債の対象税目を追加

するなど、制度的な対応も実施した。(減収補塡債発行額：対前年度比8,017億円増)

性質別歳出内訳の状況 財源内訳の状況

（主な事業）

・特別定額給付金 12.8兆円

・制度融資等の貸付金 4.8兆円

・営業時間短縮等に係る協力金 1.0兆円

・生活福祉資金貸付事業 1.0兆円

・病床確保支援事業 0.8兆円

・医療従事者等への慰労金 0.6兆円 等

歳出額 25.6兆円

国庫支出金 20.1兆円

・特別定額給付金給付事業費補助金

・地方創生臨時交付金

・緊急包括支援交付金 等

地方債 0.3兆円

その他の収入（貸付金元利収入等） 4.5兆円

一般財源 0.7兆円

（財源内訳）
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４．基金

13



地方公共団体の基金について

① 財政調整基金 年度間の財源調整のために設置される基金

② 減債基金 地方債の償還を計画的に行うために設置される基金

③ その他特定目的基金
①、②の目的以外の特定の目的のために設置される基金

（例）庁舎等の建設のための基金、社会福祉の充実のための基金、災害対策基金等

○ 地方公共団体は、特定の目的のために財産を維持し、資金を積み立てること等を目的として基金を設置している。

＜基金の種類＞

＜基金の意義＞

＜地方自治法（昭和22年法律第67号）＞
（基金）
第241条 普通地方公共団体は、条例の定めるところにより、特定の目的のために財産を維持し、資金を積み立て、又は定額の資金を運用するための基金を設けることができる。
２～８ （略）

増加要因 交付団体 不交付団体

制度的要因 ２．１ ０．１

国の施策に基づく基金の増加 ０．５ ０．１

合併に伴う特例措置終了への備え等 １．７ ０．０

将来の歳入減少・歳出増加への備え ３．１ ２．５

法人関係税等の変動 ０．５ ０．３

人口減少による税収減 ０．３ ０．０

公共施設の老朽化等 １．０ １．１

災害 ０．６ ０．３

社会保障経費の増大 ０．３ ０．４

その他 ０．４ ０．４

計 ５．３ ２．７

（単位：兆円）

＜基金の積立状況等に関する調査結果【H29】＞
残高増加（Ｈ１８年度－Ｈ２８年度 ７．９兆円）の要因

○ 地方公共団体は、公共施設等の老朽化対策や
災害など様々な将来への備え等を理由として、
行革や経費節減に努めながら、
基金の積立てを行っている。

○ このように、基金残高の状況は、
地域の様々な実情を踏まえた
各地方団体の自主的な判断に基づく財政運営の
結果であることから、基金残高の増加を理由に
地方財源を削減することは妥当ではない。

○ 地方財政においては、赤字地方債は例外的に認められている範囲内でのみ発行が可能。歳入・歳出の変動は、基金で
対応することが制度上の前提であり、地方公共団体は、一定水準の基金の確保が必要。

14



５．公共施設等の適正管理
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・ 過去に建設された公共施設等がこれから大量に更新時期を迎える
一方で、地方公共団体の財政は依然として厳しい状況にある。

・ 人口減少等により今後の公共施設等の利用需要が変化していく。
・ 市町村合併後の施設全体の最適化を図る必要性がある。

公共施設等総合管理計画の策定 （平成26年4月22日付け総務大臣通知により策定要請） ※平成26～28年度の３年間で策定

各地方公共団体が、公共施設等の全体を把握し、長期的
視点に立って公共施設等の総合的かつ計画的な管理を
行うため、「公共施設等総合管理計画」の策定が必要。

さらに、同計画に基づき、個別施設ごとの具体的な対応
方針を定めるため、「個別施設計画」の策定が必要。

背 景

公共施設等総合管理計画及び個別施設計画の策定促進

＜公共施設等総合管理計画の内容＞
公共施設等の総合的かつ計画的な管理を行うための中期的な取組の

方向性を明らかにする計画として、所有施設等の現状や施設全体の管理

に関する基本的な方針を定めるもの。

＜公共施設等総合管理計画の策定の状況＞
令和３年３月末時点において、都道府県及び指定都市は全団体、市区町村

においても９９．９％の団体において策定が完了。

＜公共施設等総合管理計画の見直し＞
令和３年度までに（※）、個別施設計画等を踏まえた見直しを実施。

※新型コロナウイルス感染症の影響等により見直しの完了が令和４年度以降となる
地方公共団体においては、適切に見直しを進め、令和５年度末までに見直しを完了

個別施設計画の策定 （「インフラ長寿命化基本計画」及び「公共施設等総合管理計画」を踏まえて策定） ※令和４年度までに策定

＜個別施設計画の内容＞
公共施設等総合管理計画に基づき、個別施設ごとの具体の対応方針を

定める計画として、点検・診断によって得られた個別施設の状態や維持管理・

更新等に係る対策（※）の優先順位の考え方、対策の内容や実施時期、対策費用

を定めるもの。

※維持管理・更新等に係る対策
次回の点検、修繕・更新、更新の機会を捉えた機能転換・用途変更、複合化・集約化、

廃止・撤去、耐震化等

【インフラ長寿命化計画の体系】

公共施設等総合管理計画
（平成28年度までに策定するよう要請）

（行動計画）【国】 （行動計画）【地方】

（個別施設計画）【国】

インフラ長寿命化基本計画
（平成25年11月関係省庁連絡会議決定）

（個別施設計画）【地方】

道路 河川 学校道路 河川 学校

各省庁が策定
（平成28年度までに策定）
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総合管理計画については、平成26年度から平成28年度までに策定するよう要請してきたが、その後一定の期間が経過するとともに、国
（各省）のインフラ長寿命化計画が令和２年度中に見直される予定であることも踏まえ、令和３年度中に総合管理計画の見直しを行うこと。

その際、総合管理計画の期間内であっても、また、全ての個別施設計画の策定が完了していないとしても、その時点で策定済の個別施
設計画等を踏まえ、見直しを行うこと。

※以下の事項以外についても、各団体の判断により必要な事項を記載すること

１ 必須事項

① 基本的事項
・計画策定年度及び改訂年度 ・計画期間 ・施設保有量 ・現状や課題に関する基本認識 ・過去に行った対策の実績
・施設保有量の推移 ・有形固定資産減価償却率の推移

② 維持管理・更新等に係る経費（総合管理計画に記載済の場合であっても、策定済の個別施設計画等を踏まえ精緻化を図ること）
・現在の維持管理経費 ・施設を耐用年数経過時に単純更新した場合の見込み ・長寿命化対策を反映した場合の見込み
・対策の効果額

※ 見込みについては、少なくとも10年程度の期間

③ 公共施設等の管理に関する基本的な考え方
・公共施設等の管理（点検・診断、維持管理・更新、ユニバーサルデザイン化等）に係る方針
・全庁的な取組体制の構築やPDCAサイクルの推進等に係る方針

２ 記載が望ましい事項

① 公共施設の数、延床面積等に関する数値目標

② 施設類型（道路、学校、病院等）ごとの管理に関する基本的な方針

③ 地方公会計（固定資産台帳）の活用の考え方

④ 保有する財産（未利用資産等）の活用や処分に関する基本方針

令和３年度に限り、市町村における総合管理計画の見直しに係る経費（専門家の招へいに要する経費（旅費、報償費等）、計画の見直し
に要する経費（委託料、印刷費等））について、特別交付税措置を講じることとしたこと（措置率 ０．５）。

２ 計画の見直しに当たって記載すべき事項

令和３年度までの公共施設等総合管理計画の見直しに当たっての留意事項について
（令和３年１月26日付け総務省自治財政局財務調査課長通知）

１ 計画の見直しに当たっての基本的な考え方

３ 財政措置

３ 団体の状況に応じて記載する事項

① 広域連携の取組

② 地方公共団体における各種計画、国管理施設

との連携についての考え方
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地方自治体における総合管理計画見直し状況・見込み

令和３年度までに見直し予定の団体の割合 ： 91.３％

令和３年９月30日時点

都道府県 市区町村 小計 都道府県 市区町村 小計 都道府県 市区町村 小計 都道府県 市区町村 小計

北海道 1 174 175 0 5 5 180 滋賀県 1 13 14 0 6 6 20

青森県 1 40 41 0 0 0 41 京都府 1 26 27 0 0 0 27

岩手県 1 30 31 0 3 3 34 大阪府 1 37 38 0 6 6 44

宮城県 1 30 31 0 5 5 36 兵庫県 1 37 38 0 4 4 42

秋田県 1 24 25 0 1 1 26 奈良県 1 39 40 0 0 0 40

山形県 1 35 36 0 0 0 36 和歌山県 1 30 31 0 0 0 31

福島県 1 51 52 0 8 8 60 鳥取県 1 19 20 0 0 0 20

茨城県 1 30 31 0 15 15 46 島根県 1 19 20 0 0 0 20

栃木県 1 23 24 0 1 1 25 岡山県 1 19 20 0 8 8 28

群馬県 1 32 33 0 3 3 36 広島県 1 23 24 0 0 0 24

埼玉県 1 59 60 0 4 4 64 山口県 1 19 20 0 0 0 20

千葉県 1 46 47 0 8 8 55 徳島県 1 24 25 0 0 0 25

東京都 1 31 32 0 31 31 63 香川県 1 17 18 0 0 0 18

神奈川県 1 23 24 0 10 10 34 愛媛県 1 20 21 0 0 0 21

新潟県 1 26 27 0 4 4 31 高知県 1 31 32 0 3 3 35

富山県 1 15 16 0 0 0 16 福岡県 1 57 58 0 3 3 61

石川県 1 17 18 0 2 2 20 佐賀県 1 15 16 0 5 5 21

福井県 1 16 17 0 1 1 18 長崎県 1 21 22 0 0 0 22

山梨県 1 23 24 0 4 4 28 熊本県 1 45 46 0 0 0 46

長野県 1 76 77 0 1 1 78 大分県 1 18 19 0 0 0 19

岐阜県 1 42 43 0 0 0 43 宮崎県 1 26 27 0 0 0 27

静岡県 1 35 36 0 0 0 36 鹿児島県 1 43 44 0 0 0 44

愛知県 1 51 52 0 3 3 55 沖縄県 1 30 31 0 11 11 42

三重県 1 29 30 0 0 0 30 合計 47 1,586 1,633 0 155 155 1,788

令和４年度以降に見直し予定又は
見直し時期未定の団体 合計団体名

令和３年度までに見直し予定の団体
令和４年度以降に見直し予定又は

見直し時期未定の団体 合計 団体名
令和３年度までに見直し予定の団体
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新経済・財政再生計画改革工程表2021（令和３年12月23日経済財政諮問会議決定）抜粋
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○ 人口減少が進展する一方で、インフラ資産の大規模な更新時期を迎える中、財政・経営状況やストック情報等を的確に

把握し、「見える化」した上で、中長期的な見通しに基づく持続的な財政運営・経営を行う必要性が高まっている

○ しかしながら、地方公共団体においては、人材不足等のため、こうした経営・財務マネジメントに係る「知識・ノウハウ」が

不足し、小規模市町村を中心に公営企業会計の適用やストックマネジメント等の取組が遅れている団体もあるところ

地方公共団体の経営・財務マネジメントを強化し、財政運営の質の向上を図るため、総務省と地方公共団体金融
機構の共同事業として、団体の状況や要請に応じてアドバイザーを派遣

事業概要

（１） アドバイザーを派遣する支援分野

○ 公営企業・第三セクター等の経営改革

・ 経営戦略の改定・経営改善

・ 公立病院経営強化プランの策定及び

経営強化の取組

・ 上下水道の広域化等

・ 第三セクターの経営健全化

○ 公営企業会計の適用

（２） 支援の方法

※アドバイザーの派遣経費（謝金、旅費）は、地方公共団体金融機構が負担

（各都道府県の市区町村担当課と連携して事業を実施）

（３） 事業規模

○ 約３億円 （約500団体・公営企業への派遣を想定）

啓発・研修事業課題対応アドバイス事業 課題達成支援事業

都道府県が市区町村・公営企業
の啓発のため支援分野の研修を
行う場合に派遣

市区町村・公営企業が直面する課題
に対して、当該課題の克服等、財政
運営・経営の改善に向けたアドバイ
スを必要とする場合に団体の要請に
応じて派遣

上記の支援分野の実施に当たり、知
識・ノウハウが不足するために達成が
困難な市区町村・公営企業に、技術
的・専門的な支援を行うために派遣

都道府県に派遣個別市区町村に継続的に派遣

地方公共団体の経営・財務マネジメント強化事業

○ 地方公会計の整備・活用

○ 公共施設等総合管理計画の見直し・実行（公共施設マネジメント）

財務調査課関係の課題達成支援事業は以下のとおり。
地方公会計：①直近３年間（H30～R2年度）の決算に係る財務書類又は固定資産台帳の

作成・更新を一度もしていない団体
②令和３年度経営・財務マネジメント事業「地方公会計の整備」の課題達成支援
事業対象団体（財務書類又は固定資産台帳を一度も作成していない団体）

公共施設 ： 公共施設等総合管理計画の見直しの完了が令和４年度以降となる市区町村
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○ 公共施設等の適正管理を推進するため､「公共施設等適正管理推進事業費」について、対象事業及び事業費を拡充
した上で、事業期間を５年間延長

公共施設等の適正管理の推進

対 象 事 業 充当率 交付税措置率

① 集約化・複合化事業

・ 延床面積の減少を伴う集約化・複合化事業
９０％ ５０％

② 長寿命化事業【拡充】

【公共用建物】
・施設の使用年数を法定耐用年数を超えて延長させる事業

【社会基盤施設】
・所管省庁が示す管理方針に基づき実施される事業（一定規模以下等の事業）

道路、河川管理施設（水門、堤防、ダム（本体、放流設備、観測設備、通報設備等））、砂防関係施設、海岸保全施設、
港湾施設、都市公園施設、空港施設、治山施設・林道、漁港施設、農業水利施設・農道・地すべり防止施設

９０％
財政力に
応じて

３０～５０％

③ 転用事業

・他用途への転用事業

④ 立地適正化事業

・コンパクトシティの形成に向けた事業

⑤ ユニバーサルデザイン化事業

・バリアフリー法に基づく公共施設等のバリアフリー改修事業
・公共施設等のユニバーサルデザイン化のための改修事業

⑥ 脱炭素化事業【新規】 ※令和４年度～令和７年度（４年間）

・地球温暖化対策計画において、地方団体が率先的に取り組むこととされている事業

⑦ 除却事業 ９０％ ―

【事業期間】令和４年度～令和８年度
（「脱炭素化事業」は令和４年度～令和７年度）

【事業費】５，８００億円（令和３年度：４，８００億円）

【対象事業】 ○ 「長寿命化事業」の拡充（空港施設、ダムの追加）
○ 「脱炭素化事業」の追加

【地方財政措置】公共施設等適正管理推進事業債 ※下線部は令和４年度の変更部分
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○ 令和３年１０月に改定された地球温暖化対策計画において、地方団体は国が政府実行計画に基づき実施する取組
に準じて率先的な取組を実施することとされたことを踏まえ、脱炭素化の取組を計画的に実施できるよう、「公共
施設等適正管理推進事業費」の対象事業に新たに「脱炭素化事業」を追加

○ 公営企業の脱炭素化の取組についても、地方財政措置を創設

【事業期間】 令和４年度～令和７年度 【事業費】 １，０００億円

公共施設の脱炭素化の取組等の推進

１．公共施設等適正管理推進事業費における「脱炭素化事業」の追加

２．公営企業の脱炭素化

【対象事業】

地球温暖化対策計画において、地方団体が率先的に取り組むこととされている以下の地方単独事業
① 太陽光発電の導入
② 建築物におけるＺＥＢの実現
③ 省エネルギー改修の実施
④ ＬＥＤ照明の導入
※「ＺＥＢの実現」、「省エネルギー改修」は、それぞれＺＥＢ基準、省エネ基準に適合させるための改修が対象

【地方財政措置】

公共施設等適正管理推進事業債
（充当率：９０％ 交付税措置率：財政力に応じて３０％～５０％）

＜ＺＥＢ（Net Zero Energy Building）とは＞
一定の省エネルギーを図った上で、
再生可能エネルギー等の導入により、
エネルギー消費量を更に削減した建築物

＜ＺＥＢのイメージ＞

【対象事業】

公共施設等適正管理推進事業費（脱炭素化事業）と同様

【事業期間】

令和４年度～令和７年度

【地方財政措置】

地方負担額の１／２について、一般会計負担（繰出）とし、財政力に応じて当該負担の３０～５０％について交付税措置 22



６．地方公会計
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１．目的

① 説明責任の履行
住民や議会、外部に対する財務情報の分かりやすい開示

② 財政の効率化・適正化
財政運営や政策形成を行う上での基礎資料として、資産・債務管理や予算編成、政策評価等に有効に活用

２．具体的内容（財務書類の整備）

◎ 現行の予算・決算制度は、現金収支
を議会の民主的統制下に置くことで、
予算の適正・確実な執行を図るという
観点から、現金主義会計を採用

現金主義会計

◎ 発生主義により、ストック情報・フロー情報を
総体的・一覧的に把握することにより、現金
主義会計を補完

発生主義会計

・ 貸借対照表
・ 行政コスト計算書
・ 純資産変動計算書
・ 資金収支計算書

・ 貸借対照表
・ 損益計算書
・ 株主資本等変動計算書
・ キャッシュ・フロー計算書

企業会計

補完

＜財務書類＞

地方公会計

３．財務書類整備の効果

① 資産・負債（ストック）の総体の一覧的把握
資産形成に関する情報（資産・負債のストック情報）の明示

② 発生主義による正確な行政コストの把握
見えにくいコスト（減価償却費、退職手当引当金など各種引当金）の明示

③ 公共施設マネジメント等への活用
固定資産台帳の整備等により、公共施設マネジメント等への活用が可能

※ 財政健全化法に基づく早期健全化スキームも整備

地方公会計の意義
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統一的な基準による財務書類等の作成状況

○ 令和３年３月末時点で、令和元年度末時点の状況を反映した固定資産台帳については全団体の87.5%にあたる1,565団体が
整備（更新）済み。

○ 令和３年３月末時点で、令和元年度決算に係る財務書類については全団体の86.1%にあたる1,539団体が作成済み。

【令和元年度末時点の状況を反映した固定資産台帳の整備（更新）状況】（令和３年３月31日時点）

【令和元年度決算に係る一般会計等財務書類（財務４表）の作成状況】（令和３年３月31日時点）

（単位：団体）

（単位：団体）

「令和元年度決算に係る財務書類の作成状況等に関する調査」より

決算年度の翌年度末までに作成・更新が完了しない団体においては、毎年度、確実に財務書類等の作成・更新
を行うこと、及び、作成・更新の早期化を図る（少なくとも決算年度の翌年度末までには完成させる）ことが必要。

42 (89.4%) 1,523 (87.5%) 20 (100.0%) 1,503 (87.3%) 1,565 (87.5%)

47 (100.0%) 1,741 (100.0%) 20 (100.0%) 1,721 (100.0%) 1,788 (100.0%)

合計指定都市
指定都市除く

市区町村

対象団体数

整備（更新）済み

整備（更新）状況 都道府県 市区町村

42 (89.4%) 1,497 (86.0%) 20 (100.0%) 1,477 (85.8%) 1,539 (86.1%)

47 (100.0%) 1,741 (100.0%) 20 (100.0%) 1,721 (100.0%) 1,788 (100.0%)

合計指定都市除く
市区町村

指定都市

対象団体数

作成済み

市区町村都道府県作成状況
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新経済・財政再生計画改革工程表2021（令和３年12月23日経済財政諮問会議決定）抜粋
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新経済・財政再生計画改革工程表2021（令和３年12月23日経済財政諮問会議決定）抜粋
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財務書類作成の範囲

一部事務組合
広域連合

地方独立行政法人
地方三公社

第三セクター等

地方公共団体

一般会計等 地方公営事業会計

特別会計

一般会計 うち
公営企業会計

一般会計等財務書類

全体財務書類

連結財務書類

統一的な基準が対象とする作成主体は、都道府県、市区町村、一部事務組合及び広域連合です。
地方公共団体は、一般会計及び地方公営事業会計以外の特別会計からなる一般会計等を基礎として財務書類を作成
します。

また、一般会計等に地方公営事業会計を加えた全体財務書類、全体財務書類に地方公共団体の関連団体を加えた
連結財務書類をあわせて作成します。
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金額
25,177
23,134
7,561
1,924 　　　　減価償却費

11,274 　　　　その他
△ 5,637 　　　移転費用

15,573 ２．経常収益
2,781 　使用料及び手数料等

25,584 ３．純経常行政コスト（１－２）
△ 12,792 ４．臨時損失

2,043 　　　資産除売却損等
2,043 ５．臨時損失

366 　　　資産売却益等
152 ６．純行政コスト（３＋４＋５）
214

25,543

１．前年度末純資産残高 24,964 △ 5,711
２．純行政コスト（△） △ 3,821
３．財源 4,244
　　　税収等 3,465
　　　国県等補助金 779
４．本年度差額（２＋３） 423
５．固定資産等の変動（内部変動） 221 △ 221
　　　有形固定資産等の増加 756 △ 756
　　　有形固定資産等の減少 △ 897 897
　　　貸付金・基金等の増加 519 △ 519
　　　貸付金・基金等の減少 △ 157 157
６．資産評価差額 -
７．無償所管換 -
８．その他 - -
９．本年度純資産変動額（４～８の合計） 221 202
10.本年度末純資産残高（１＋９） 25,185 △ 5,509

【行政コスト計算書】

3,996
2,757

965
897
895

-
-
-

3,821

-
-
-

1,239
175
175

3,821
-

19,676

【純資産変動計算書】

19,253
△ 3,821

4,244
3,465

779
423

科目 合計 固定資産
等形成分

余剰分
（不足分）

423

【貸借対照表】
金額

5,197
4,332

865
流動負債

科目
固定資産
　有形固定資産
　　事業用資産
　　　土地

25,543

670
5,867

25,185
△ 5,509

670

科目
固定負債
　地方債
　その他

　１年内償還予定地方債等

負債合計

固定資産等形成

　　　建物等
　　　減価償却累計額
　　インフラ資産
　　　土地

余剰分（不足分）

【業務活動収支】

　　　建物等
　　　減価償却累計額
　投資その他の資産
　　　基金等
流動資産
　現金預金

負債及び純資産合計
純資産合計　その他

資産合計

【資金収支計算書】
科目 金額

19,676

本年度資金収支額④（①＋②＋③）

156

　支出合計
　収入合計
業務活動収支①
【投資活動収支】
　支出合計
　収入合計

3,038
4,442
1,404

1,221

科目 金額
１．経常費用
　　　業務費用
　　　　人件費

前年度末資金残高⑤ 134
本年度末資金残高⑥（④＋⑤） 152

△ 1,065

928
607

△ 321
18

投資活動収支②
【財政活動収支】
　支出合計
　収入合計
財政活動収支③

財務４表の体系

地方公会計の財務書類の体系は、
１．会計年度末における資産及び負債の状況を明らかにする「貸借対照表」
２．業務実施に伴い発生した費用を明らかにする「行政コスト計算書」
３．貸借対照表の純資産の変動要因を明らかにする「純資産変動計算書」
４．資金の流れを区分別に明らかにする「資金収支計算書」

の財務４表とこれらに関連する事項の附属明細書、注記となっています。
なお、下図の矢印は財務書類４表の相互関係を示しています。

（注） 「行政コスト計算書」と「純資産変動計算書」を結合して３表の場合もあります。

【附属明細書】
・資産項目の明細

（有形固定資産の明
細、投資及び出資金
の明細等）

・負債項目の明細
（地方債の明細等）

・補助金等の明細 等

【注記】

・重要な会計方針、重要
な後発事象等を記載
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専門家の招へい・職員研修等を実施する際に活用可能な専門人材（地方公共団体職員等）のリスト
を総務省ホームページにて公表。

市町村職員中央研修所（JAMP）、全国市町村国際文化研修所（JIAM）、地方公共団体金融機構
（JFM）等を活用して、財務書類の活用方法も含めた自治体職員向けの研修を実施。

「地方公共団体の経営・財務マネジメント強化事業」（総務省と地方公共団体金融機構の共同事業）におい
て、地方公会計の分野についても、団体の状況や要請に応じて専門知識を有するアドバイザーを派遣し、財
務書類等の作成・活用支援を実施。

３．財政支援

地方公会計システムの運用に係る経費について普通交付税措置。
専門家の招へい・職員研修に要する経費について特別交付税措置。（※措置率1/2（財政力補正あり））

２．人材育成支援

１．マニュアルの公表

統一的な基準による財務書類の作成手順や固定資産台帳の整備手順、事業別・施設別のセグメント
分析を始めとする財務書類の活用方法等を内容とする「統一的な基準による地方公会計マニュアル」
を平成27年１月に公表した（平成28年5月改訂）。「地方公会計の推進に関する研究会」報告書等を踏
まえ、マニュアルを改訂（令和元年8月改訂）。

統一的な基準による地方公会計の整備及び活用に係る支援
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財務書類等の活用方法

セグメント分析

事業別・施設別の行政コスト計算書等を作成する
ことでセグメントごとの分析が可能

○ 予算編成への活用

→ ライフサイクルコストを踏まえた施設建設の検討

○ 施設の統廃合

→ 施設別コストの分析による統廃合の検討

○ 受益者負担の適正化

→ 受益者負担割合による施設使用料の見直し

○ 行政評価との連携

→ 利用者１人当たりコスト等を活用して評価

適切な資産管理

○ 将来の施設更新必要額の推計

→ 施設の更新経費の平準化、総量抑制等の全庁的な
方針の検討

○ 未収債権の徴収体制の強化

→ 貸借対照表上の回収見込額を基にした債権回収の
ための全庁的な組織体制の検討

情報開示

○ 住民への公表や地方議会での活用

→ 財務書類のわかりやすい公表や議会審議の活性化

マクロ的視点 ミクロ的視点

○ 地方債ＩＲへの活用

→ 市場関係者に対する説明資料として活用

○ ＰＰＰ／ＰＦＩの提案募集

→ 固定資産台帳の公表により民間提案を募集

行政外部での活用

財政指標の設定 財務書類に係る各種指標を設定

→ 有形固定資産減価償却率を踏まえた公共施設等マネジメント等

行政内部での活用 ⇒ 人口減少が進展する中、限られた財源を「賢く使うこと」につなげる
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「令和元年度決算に係る財務書類の作成状況等に関する調査」より

地方公会計の活用状況

① 公共施設等総合管理計画の改訂、個別施設計画の策定

・ 固定資産台帳の情報に基づく公共施設等の更新費用の推計
・ 有形固定資産減価償却率等に基づく対策の優先順位の検討
・ 施設別のコスト等の分析に基づく再配置・統廃合等の検討 等

② モニタリング
・ 施設別財務書類による、個別施設計画に定められた事業の進捗状況の確認 等

③ 財源の確保
・ 更新費用の推計、減価償却累計額等を参考にした計画的な財源の確保 等

資産管理への活用が想定される場面

（単位：団体）

※ ％表示については、1,788団体を分母として計算。
※ 複数回答あり。

財務書類等の情報を基に、各種指標の分析を行った 17 (36.2%) 946 (54.3%) 14 (70.0%) 932 (54.2%) 963 (53.9%)

施設別・事業別等の行政コスト計算書等の財務書類を作成した 4 (8.5%) 82 (4.7%) 3 (15.0%) 79 (4.6%) 86 (4.8%)

公共施設等総合管理計画または個別施設計画の策定や改訂時に
財務書類等の情報を活用した

4 (8.5%) 207 (11.9%) 4 (20.0%) 203 (11.8%) 211 (11.8%)

公共施設の見直し等を行う際の検討材料として、財務書類等の情報
を利用し、施設の適正管理に活用した

0 (0.0%) 97 (5.6%) 3 (15.0%) 94 (5.5%) 97 (5.4%)

決算審査の補足資料とするなど、議会における説明資料として
活用した

7 (14.9%) 211 (12.1%) 6 (30.0%) 205 (11.9%) 218 (12.2%)

簡易に要約した財務書類を作成するなどし、住民に分かりやすく
財政状況を説明した

39 (83.0%) 441 (25.3%) 14 (70.0%) 427 (24.8%) 480 (26.8%)

財務書類等の情報を基に、地方債の説明会において財政状況を説
明した

11 (23.4%) 15 (0.9%) 7 (35.0%) 8 (0.5%) 26 (1.5%)

未利用財産の売却時等に固定資産台帳を活用した 0 (0.0%) 23 (1.3%) 0 (0.0%) 23 (1.3%) 23 (1.3%)

上記以外の活用 2 (4.3%) 63 (3.6%) 3 (15.0%) 60 (3.5%) 65 (3.6%)

区分 都道府県 市区町村 合計
指定都市

指定都市除く
市区町村

32



財務書類の概要

地方公会計に係る指標

【財務書類の「見える化」】 【ストック情報の「見える化」（財政状況資料集の充実）】

施設類型ごとの有形固定資産減価償却率、一人当たりの面積等

有形固定資産減価償却率（全体）

施設情報の分析欄
本市は平成17年度の広域合併により、施設数が増加し、公営住宅を除く公共施設において、市民一人当たり面積が政令市平均を上回ってい
る。
道路については、一人当たり延長が政令市3位、政令市平均の2.4倍と長くなっている。有形固定資産減価償却率は、政令市で2番目に低くなって
いるが、償却率は上昇傾向にあり、今後維持管理、更新費用の増加が見込まれている。
橋りょうは市内に4,000橋を超える数があり、高度経済成長期の始まりを境に集中して整備してきたことから、今後建設後50年を超えるものが増
大するため、橋りょうのアセットマネジメントによる計画的な維持管理を進めている。
学校施設については、一人当たり面積が政令市2位、政令市平均の1.2倍と大きくなっているため、今後も適正配置基本方針に基づき、学校の統
廃合を実施する必要がある。有形固定資産減価償却率は、政令市平均が上昇傾向にあるのに対し、統廃合の実施により上昇が抑制されている。

有形固定資産減価償却率の分析欄
平成26年度まで合併建設計画により、道路

等のインフラ整備をはじめ、文化・スポーツ
施設の整備、学校の改築等を進めてきたこ
とから、減価償却率は低い傾向にある。今
後も、減価償却率が上昇する見込みである
ため、平成27年に策定した「新潟市財産推
進計画」や令和2年3月に策定した「市公共

施設の種類ごとの配置方針」に基づき、施
設の最適化を進めていく。

（抜粋） （抜粋）

統一的な基準による固定資産台帳や財務書類から得られた指標を用いた分析等を行い、公共施設等の適正管理をはじめとす
る資産管理や予算編成等に活用されるよう、各地方公共団体の作成した財務書類の情報やストック情報（団体全体、施設類型
ごと）を比較可能な形で公表。

施設類型：

道路、橋りょう・トンネル、公営住宅、港湾・漁港、認定こども園・幼稚園・保育所、学校施設、児童館、
公民館、図書館、体育館・プール、福祉施設、市民会館、一般廃棄物処理施設、保健センター・保
健所、消防施設、庁舎

地方公会計の「見える化」の推進

２.資産と負債の比率
３.行政コストの状況
４.負債の状況
５.受益者負担の状況 も同様に公表

分析：
平成30年度の一般会計等における資産の総額は、前年度に比べて101億円の減となっている。これは、市民芸術文化会館大規模改修工事や中央区役所整備などが前年度で一

定程度完了したことから、平成30年度においては施設整備による資産の形成が前年度に比べて減少し、減価償却分の方が大きくなったため、有形固定資産が減少した影響が大
きい。
一方で、負債の総額は、前年度に比べて84億円の増となっている。建設事業に対する市債の残高は減少したものの、臨時財政対策債の残高が201億円増加したことによるも

のである。
連結での資産総額は2兆942億円である。これは下水道事業会計（5,942億円）をはじめとする公営企業会計の公共資産が加算されることによるものである。また、負債総額

は1兆3,805億円で、これも資産同様に下水道事業会計（5,527億円）及び水道事業会計（833億円）などの加算によるものである。

２. 行政コストの状況
３. 純資産変動の状況
４. 資金収支の状況

も同様に公表

平成30年度 財務書類に関する情報②（一般会計等に係る指標）

１．資産の状況
①住民一人当たり資産額（万円）

分析欄：

１．資産の状況

平成30年度決算を類似団体と比べると、「市民一
人当たり資産額」は低くなっている。これは、類似
団体に比べ地価が低いため、減価償却の無い土地の
市民一人あたり資産額が低いことが影響していると
考えられる。

また、「有形固定資産減価償却率」は他団体に比
べて低くなっていることから、他団体に比べ新規施
設の整備がなされていると考えられる。

平成30年度 財務書類に関する情報①

団体名 新潟県新潟市

団体コード 151009

１．資産・負債の状況
（単位：百万円）

人口 792,868 人(H31.1.1現在） 職員数（一般職員等） 9,473 人

面積 726.45 ㎢ 実質赤字比率 － ％

標準財政規模 230,121,929 千円 連結実質赤字比率 － ％

類似団体区分 政令指定都市 実質公債費率 10.6 ％

将来負担比率 138.0 ％

平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度
資産 1,287,135 1,288,193 1,285,386 1,278,478 1,268,341

負債 600,199 625,860 646,511 714,367 722,775

資産 2,076,037 2,078,657 2,072,377 2,077,393 2,068,467

負債 1,288,643 1,281,973 1,293,116 1,362,062 1,367,924

資産 2,106,593 2,108,388 2,100,713 2,103,456 2,094,202

負債 1,302,788 1,295,443 1,305,916 1,374,695 1,380,534

一般会計等

全体

連結

0

500,000

1,000,000

1,500,000

2,000,000

2,500,000

一般会計等 全体 連結 一般会計等 全体 連結 一般会計等 全体 連結 一般会計等 全体 連結 一般会計等 全体 連結

平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度

資産 負債

平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度

128,713,475 128,819,257 128,538,582 127,847,811 126,834,142

804,413 802,936 800,112 796,773 792,868

160.0 160.4 160.7 160.5 160.0

219.8 219.5 240.0 241.9 240.5

資産合計

人口

当該値

類似団体平均値
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平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度

住民一人当たり資産額（万円）

当該値 類似団体平均値

有形固定資産減価償却率

有形固定資産減価償却率 [ 57.1％ ]

類似団体内順位
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【道路】

有形固定資産減価償却率

類似団体内順位
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全国平均
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新潟県平均
55.7

(%)
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【橋りょう・トンネル】

有形固定資産減価償却率

類似団体内順位
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全国平均
60.0
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55.1

(%)
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【学校施設】

一人当たり面積

類似団体内順位
2/20

全国平均
1.445

新潟県平均
1.930
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７．地方単独事業の「見える化」
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○ 「経済財政運営と改革の基本方針2019（令和元年6月21日閣議決定）」（地方単独事業（ソフト）に関して、試行調査を行い

明らかになった課題に配慮しつつ検討を行い、法令との関係を含めて引き続き見える化に取り組む）を踏まえ、平成30年度

決算分及び令和元年度決算分について、「地方単独事業（ソフト）の「見える化」に関する検討会報告書」において明らかに

なった、平成29年度決算分に係る試行調査に関する課題に以下のとおり対応の上、試行調査を実施し、結果を公表。

○ 令和2年度決算分及び令和3年度決算分については、これまでと同様に試行調査として実施し、令和4年度決算分（令和５

年度に実施予定）からは、決算統計システムによる調査として実施。

○ 地方公共団体におけるシステム改修に要する経費について、特別交付税措置を講ずる。

○ 地方単独事業（ソフト）について、平成29年度決算分から、趣旨・目的が共通する経費を一つの区分とすることが適当との

考え方の下に、371の歳出小区分を設定して試行調査を実施、結果を公表。

地方単独事業（ソフト）の決算情報の「見える化」の推進

主な課題 対応

歳出区分の設定のあり方 地方公共団体の意見を踏まえた歳出小区分の新規追加（404区分）

歳出区分への計上精度の向上 地方公共団体の意見を踏まえた記載要領の明確化

システム改修による対応の必要性・コスト 各地方公共団体の財務会計システムの現況等の把握

令和元年度以降の取組

今後の対応
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調査票（一部抜粋）
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８．地方財政健全化法の概要
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地方公共団体の財政の健全化に関する法律の施行の経過

平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度
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・

現行再建法
制の見直し
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地方公共団体の財政の健全化に関する法律の概要

○自主的な改善努力による
財政健全化

・財政健全化計画の策定（議会の議決）、
外部監査の要求の義務付け

・実施状況を毎年度議会に報告し公表

・早期健全化が著しく困難と認められると
きは、総務大臣又は知事が必要な勧告

公営企業の経営の健全化

○国等の関与による確実な再生

・財政再生計画の策定（議会の議決）、外部
監査の要求の義務付け

・財政再生計画は、総務大臣に協議し、同意
を求めることができる
【同意無】
・災害復旧事業等を除き、地方債の起債を制限

【同意有】
・収支不足額を振り替えるため、償還年限が計画期

間内である地方債（再生振替特例債）の起債可

・財政運営が計画に適合しないと認められる
場合等においては、予算の変更等を勧告

財政の再生

（
健
全
財
政
）

（
財
政
悪
化
）

○指標の整備と情報開示の徹底

・フロー指標：実質赤字比率、連結実質
赤字比率、実質公債費比率

・ストック指標：将来負担比率＝公社・
三セク等を含めた実質的負債による
指標

→ 監査委員の審査に付し議会に報告し
公表

健全段階 財政の早期健全化

指標の公表は平成１９年度決算から、財政健全化計画の

策定の義務付け等は平成２０年度決算から適用

25％実質公債費比率

実質赤字比率

連結実質赤字比率

将来負担比率

道府県：3.75%
市区町村： 11.25%～15%

道府県：8.75%
市区町村 ：16.25%～20%

都道府県・政令市：400%
市区町村 ：350%

35％

道府県： 5%
市区町村 ： 20%

道府県：15%
市区町村 ： 30%

資金不足比率 20%

早期健全化基準 財政再生基準

経営健全化基準（公営企業ごと）

３年間（平成21年度から平成23年
度）の経過的な基準（都道府県は
25%→25%→20%、市区町村は
40%→40%→35%）を設けていた。
東京都の基準についても、経過
措置が設けられていた。

※ 実質赤字比率及び連結実質赤
字比率については、東京都の基準
は、別途設定されている。

旧来の地方公共団体の財政再建制度では分かりやすい財政情報の開示や早期是正機能がない等の問題が指摘されて
いたため、新たな指標の整備とその開示の徹底、財政の早期健全化や再生を図る「地方公共団体の財政の健全化に関する
法律（平成１９年法律第９４号）」が平成２１年４月に全面施行されています。法律の概要は下図のとおり。
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健全化判断比率等の算定の対象となる会計

地方公社・第三セクター等

一般会計
等

公営事業
会計うち

公営企業
会計

一部事務組合・広域連合等

一般会計

特別会計

地
方
公
共
団
体

実
質
赤
字
比
率

資
金
不
足
比
率

※公営企業会計
ごとに算定

連
結
実
質
赤
字
比
率

実
質
公
債
費
比
率

将
来
負
担
比
率

実
質
赤
字
比
率

不
良
債
務

※公営企業会計
ごとに算定

（旧制度） （地方公共団体財政健全化法）

○ 健全化判断比率・資金不足比率の算定の対象となる会計は下図のとおり。
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令和２年度決算に基づく健全化判断比率等の概要（確報）

Ⅰ．健全化判断比率の状況

【参考】財政再生団体等の状況
○ 財政再生団体 ： 北海道夕張市
○ 財政健全化団体 ： なし

Ⅱ．資金不足比率の状況

１．実質赤字比率 ２．連結実質赤字比率

３．実質公債費比率 ４．将来負担比率

* 一般会計等の赤字の程度を指標化したもの
* 早期健全化基準 市区町村：財政規模に応じ11.25％～15％、道府県：3.75％
財政再生基準 市区町村：20％、道府県：５％

* 一般会計等と公営企業会計等の赤字の程度を連結して指標化したもの
* 早期健全化基準 市区町村：財政規模に応じ16.25％～20％、道府県：8.75％
財政再生基準 市区町村：30％、道府県：15％

* 交付税算入分以外の公債費等の程度を指標化したもの
* 早期健全化基準 25％、財政再生基準 35％

* 地方債現在高、公営企業や第三セクターに対する債務を指標化したもの
* 早期健全化基準 市区町村（政令市を除く。）：350％、都道府県及び政令市：400％
なお、財政再生基準の設定はない。

○ 早期健全化基準以上の団体：なし（元年度決算も同じ）

○ 実質赤字額がある団体：１団体（京都市：0.07％）
（元年度決算：なし）

○ 早期健全化基準以上の団体：なし（元年度決算も同じ）

○ 連結実質赤字額がある団体：１団体（鹿児島県三島村：17.72％）
（元年度決算：なし）

○ 財政再生基準以上の団体：１団体（夕張市：70.0％）
（元年度決算：１団体（夕張市69.9 ％））

○ 都道府県平均 10.2％、市区町村平均 5.7％
（元年度決算：都道府県平均 10.5％、市区町村平均 5.8％）

○ 早期健全化基準以上の団体：なし
（元年度決算：１団体（夕張市399.7％））

○ 都道府県平均 171.3％、市区町村平均 24.9％
（元年度決算：都道府県平均 172.9％、市区町村平均 27.4％）

○ 経営健全化基準以上である公営企業会計・・・９会計 （元年度決算：５会計）
※ ９会計の内訳：交通事業３会計、電気事業１会計、病院事業１会計、下水道事業３会計、観光施設事業１会計

（新規 ９会計：京都府京都市 京都市高速鉄道事業特別会計、鹿児島県三島村 三島村船舶交通事業特別会計、沖縄県渡嘉敷村 航路事業特別会計、
静岡県小山町 木質バイオマス発電事業特別会計、福岡県小竹町 小竹町立病院事業特別会計、福島県郡山市 農業集落排水事業会計、
高知県四万十市 四万十市下水道事業会計（農業集落排水）、鹿児島県屋久島町 屋久島町農業集落排水事業特別会計、山口県周南市 国民宿舎特別会計）

* 公営企業の資金不足を、公営企業の事業規模と比較して指標化し、経営状態の悪化の度合いを示すもの
* 経営健全化基準 20％ 41



財政再生団体及び財政健全化団体の推移

平成20年度
決算

平成21年度
決算

平成22年度
決算

平成23年度
決算

平成24年度
決算

平成25年度
決算

平成26年度
決算

令和２年度
決算

財政再生
団体

北海道 夕張市

財政健全
化団体

青森県 大鰐町

大阪府 泉佐野市

北海道 洞爺湖町

奈良県 御所市

沖縄県 座間味村

伊是名村

北海道 江差町

由仁町

中頓別町

福島県 双葉町

奈良県 上牧町

鳥取県 日野町

沖縄県 伊平屋村

北海道 歌志内市

浜頓別町

利尻町

山形県 新庄市

群馬県 嬬恋村

長野県 王滝村

兵庫県 香美町

高知県 安芸市

団体数
合計

２２団体(１団体)
１４団体

(１団体)

７団体

(１団体)

３団体

(１団体)

３団体

(１団体)

２団体

(１団体)

１団体

(１団体)

１団体

(１団体)

※団体数合計の（ ）内の数値は、うち財政再生団体数。

v
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実質公債費比率（団体種類別）の推移
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将来負担比率（団体種類別）の推移
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９．夕張市の財政再生
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○ 人口・・・S35国調（最大時） 財政再建団体移行前（H17国調） R2国調（確定値）

107,972人 13,001人 7,334人 （H27 8,845人 → R2 7,334人）

※65歳以上人口割合・・・R2国調：52.2% （全国都市第2位） （H27 4,296人 → R2 3,828人）

○ 面積・・・763.07k㎡ （うち林野面積：91%）

※東京都23区の総面積（618.89.k㎡ ）の約1.2倍

１．概況

３．財政悪化要因

（１） 歳入減少

・炭鉱の閉山及びそれに伴う人口の急激な減少により、一般財源が大幅に減少
※ H３（ピーク時）：9,759百万円 → H17：5,654百万円（▲4,105百万円、▲42％）

（２） 観光施設への過大投資と行政体制の効率化の遅れ

・観光施設整備（炭鉱のテーマパークの整備（S55）、ホテル・スキー場の取得（H14））
による公債費等の負担、三セクの運営への赤字補てんの増大等

・歳入減少に伴うサービス水準の見直しや組織のスリム化が立ち遅れ、総人件費の抑制も
不十分

※ 職員数（普通会計・H17）270人 人口当たり職員数は類似団体の約２倍

（３） 不適正な財務処理

・会計間で年度をまたがる貸付・償還を行うことで赤字決算を先送り

２．炭鉱産業の盛衰

○明治23年最初の炭鉱開発以降、戦時需要を経て、炭鉱産業が飛躍的に発展。

○昭和30年代のエネルギー政策の転換により閉山が相次ぎ、平成２年に三菱南大夕張炭鉱を最後に全炭鉱が閉山。

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

歳 入

  

歳 出

  

貸付金

  

諸収入

  

歳 入

  

歳 入

  

歳 入

  

歳 出

  

歳 出

  

歳 出

  

貸付金

  

借入金

  

借入金

  

償還金

  

出納整理期間 

【一般会計】 

【公社・三セク等】 【公社・三セク等】 

【一般会計】 

Ｎ年度 Ｎ＋１年度 
3/31 

①  ②  

③  
【特別会計】 【特別会計】

【夕張市の不適正な財務処理】

夕張市の概要と財政破たんの要因
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平成１８年６月１０日の新聞報道を端緒として、夕張市における不適正な財務処理により表面化していな
かった多額の赤字が明らかとなり、同月２０日、当時の夕張市長が市議会において、地方財政再建促進特
別措置法に基づく財政再建団体となる意向を表明。

夕張市の財政再生に向けた取組み

（１） 計画期間

平成１８年度～令和１１年度

※ 平成１８年度～平成２１年度は、「地方財政再建促進特別措置法」に基づく財政再建

※ 平成２１年度～令和１１年度は、「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」に基づく財政再生

（２） 解消すべき赤字額

３５３億円 （平成１８年度決算）

（３） 財政再生のスキーム

・財政再生計画の策定（議会の議決）、外部監査の要求の義務付け

・財政再生計画は、総務大臣に協議し、同意を求めることができる
→ 同意を得た場合、通常の地方債に加え、収支不足額について再生振替特例債の起債可

※ 解消すべき赤字額に対して再生振替特例債を平成２１年度に発行（３２２億円）

（令和８年度に償還完了予定、令和２年度末までの赤字返済額は２０７億円）

・財政運営が計画に適合しないと認められる場合等には、総務大臣が予算の変更等を勧告

財政破たんの発覚

取組みの概要
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（４） 主な取組み

歳入の確保 歳出の削減

○市税の税率引上げ（超過課税）

・個人市民税所得割：6.0％→6.5％（H19～H28）

・固定資産税：1.4％→1.45％

・軽自動車税：H27.4.1より前の取得分は標準税率の

1.2倍 等

○使用料・手数料の見直し

（ごみ処理手数料の新設、下水道使用料の引上げ等）

○人件費の見直し（職員数、給与水準等の削減）
・職員数（普通会計）※4月1日現在

平成17年度270人→平成19年度140人→平成29年度127人→令和３年度138人

・給与水準

職員給与：H19.4から30%減、H22.4から20%減、H27.4から15％減、H29.4から9%減、

H30.4から7%減

○公共施設の廃止・統合
（小学校を７校から１校へ、中学校を４校から１校へ統合 等）

○各種団体補助等の廃止・縮減

夕張市の財政再生に向けた取組み（続き）

○ 財政再生と地域再生の両立を目指し、地域再生に資する取組を追加
ア 若者の定住と子育て支援
イ 新たな人の流れ・交流人口の創出
ウ 地域資源を活用した働く場づくり
エ 夕張の未来を創るプロジェクト
オ 持続可能なまちづくり

○ 市民の負担軽減（市税の超過課税の一部廃止（市民税所得割（6.5% → 6.0%（標準税率））など）

○ 行政執行体制の見直し（職員給与及び職員体制について、「全国市町村最低水準」から「全国都市最低水準」へ見直し）

（６） 財政再生の進捗状況

財政再生計画に基づき、財政再生に向けた取組みは順調に進んでいる。

・将来負担比率が早期健全化基準（350%）を下回る水準まで改善 1,164.0%（H20決算）→336.0％（R2決算）

・再生振替特例債の着実な償還 残債額322億円（H21決算）→146億円（R2決算）

（５） 財政再生計画の大幅見直し（H29.3月）後の主な取組み
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① 予算編成時等における財政再生計画の変更の同意

夕張市の財政再生に向けた総務省の対応

夕張市における財政再生計画に基づく取組が着実に実施されるよう、以下のとおり対応。

財政再生団体である夕張市、北海道及び総務省の実務担当者が夕張市の財政再生と地域再生に資するため、現状と課題を把握する

とともに認識の共有化を図り、その対策について協議を行うもの（平成24年度より毎年度夏頃に開催しており、令和３年度まで９

回開催。令和２年度は新型コロナウイルス感染症拡大のため中止。令和３年度はオンラインにより開催。）

・財政再生後を見据えて環境整備を行うための事業に対する特別交付税措置（平成29年度～）

※ 措置率：２／３（各事業に係る費用から、国・道支出金、地方債及び基金等の特定財源を除いた額に対して２／３を乗じ

た額）

※ 措置額：８．７億円（見込み）（平成２９年度～令和８年度までの総額）

・再生振替特例債利子に対する特別交付税措置（平成22年度～）

※ 平成２９年度に措置率を２／３ → ５／６に拡充（１／６は北海道が負担するため、市負担はゼロ）

※ 拡充後措置額：１５．９億円（見込み）（平成２９年度～令和８年度までの総額）

② 実務レベルでの夕張市及び北海道との三者協議

③ 地域再生への取組等に対する特別交付税措置
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１０．過疎債の概要
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過疎対策について

○昭和４５年以来、五次にわたり議員立法として過疎法が制定（全て全会一致により成立）。

○直近では、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法が令和３年３月に成立し、４月１日に施行。

（過疎関係市町村） （全国） （過疎地域の割合）

関係市町村数（令和3.4.1） 820 1,718 47.7％

人口（平成27国調:万人） 1,131       12,709          8.9 ％

面積（平成27国調: k㎡ ） 226,560 377,971 59.9 ％

①過疎対策事業債による支援（令和４年度計画額5,200億円（充当率100％、元利償還の70％を交付税措置））

②国庫補助金の補助率かさ上げ（統合に伴う公立小中学校校舎の整備等）

③税制特例措置・地方税の課税免除等に伴う減収補てん措置 等

市町村毎に、「人口減少要件」
及び「財政力要件」により判定。

※令和２国勢調査の確報値が令和３年11月に公表された。令和４年４月に過疎地域の追加公示を行う予定。

Ⅰ 過疎対策の経緯

Ⅱ 過疎地域の要件

Ⅳ 各種施策

（１）過疎法に基づく施策

（２）その他

○過疎地域持続的発展支援交付金（令和４年度予算額（案）：8.0億円）

Ⅲ 過疎地域の現況等

※人口減少団体の平均人口減少率より人口が減少
しており、財政力の弱い市町村を指定
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令和４年４月１日 過疎地域に異動がある市町村の公示

令和２年国勢調査に基づく過疎地域の追加について

○ 過疎法においては「人口要件」及び「財政力要件」に基づき過疎地域を判定

※ 現行の過疎地域は、法施行時（令和３年４月１日）に公表されていた直近の指標である平成27年国勢調査をもとに判定されたもの

○ 現行の過疎法には、令和２年国勢調査の結果により過疎地域が追加される規定が設けられており、この規定

に基づき要件を算定したところ、過疎地域に異動がある団体数と内訳は以下のとおり

○ なお、令和２年国勢調査の結果により現行の過疎地域が過疎地域から外れる規定は設けられていない

概要

（参考）今後のスケジュール

○ 非該当→全部過疎 ３６団体（３）

○ みなし過疎→全部過疎 ７団体

○ 一部過疎→全部過疎 ２０団体

○ 非該当→一部過疎 ２９団体（１）

○ 一部過疎地域増加 ２２団体（１）

※括弧内は、特定市町村または特定市町村区域を有する市町村

過疎地域に異動がある団体

52



過疎対策事業債の地方債計画額について

（年度）

令和４年度地方債計画においては、公共施設の老朽化対策の推進や、令和２年国勢調査の結果に基づく過疎地域

の追加等に対応するため、５，２００億円（前年度比２００億円、４．０％の増）を計上

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4

ハード ソフト
5,000

（億円） 5,200

4,7004,700
4,6004,500

4,200
4,100

3,600

3,050
2,900

2,7002,7002,6382,720
2,8042,8522,900

2,945

3,130
3,250

3,500

3,700

（年度）

過疎地域自立促進特別措置法 過疎地域の持続的発展の
支援に関する特別措置法

ハード ソフト ハード ソフト

平成１２年 3,700 38 1.0 平成２２年 2,700 2,038 662 62 2.4 令和３年 5,000 4,240 760 300 6.4

平成１３年 3,500 ▲ 200 ▲5.4 平成２３年 2,700 1,998 702 0 0.0 令和４年 5,200 4,427 773 200 4.0

平成１４年 3,250 ▲ 250 ▲7.1 平成２４年 2,900 2,173 727 200 7.4

平成１５年 3,130 ▲ 120 ▲3.7 平成２５年 3,050 2,305 745 150 5.2

平成１６年 2,945 ▲ 185 ▲5.9 平成２６年 3,600 2,831 769 550 18.0

平成１７年 2,900 ▲ 45 ▲1.5 平成２７年 4,100 3,331 769 500 13.9

平成１８年 2,852 ▲ 48 ▲1.7 平成２８年 4,200 3,436 764 100 2.4

平成１９年 2,804 ▲ 48 ▲1.7 平成２９年 4,500 3,735 765 300 7.1

平成２０年 2,720 ▲ 84 ▲3.0 平成３０年 4,600 3,855 745 100 2.2

平成２１年 2,638 ▲ 82 ▲3.0 令和元年 4,700 3,969 731 100 2.2

令和２年 4,700 3,967 733 0 0.0

過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法

増減率年度 計画額 増減額 増減率 年度 計画額 増減額 増減額 増減率

過疎地域自立促進特別措置法

年度 計画額

（単位：億円、％） （単位：億円、％）
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○ 過疎対策事業債は、過疎市町村が過疎地域持続的発展市町村計画※に基づいて行う事業の財源として特別に発行が認められた地方債

○ 充当率は１００％であり、その元利償還金の７０％は普通交付税の基準財政需要額に算入

○ 対象事業は次のとおり

（ハード分）

過疎対策事業債の概要

産
業
振
興
施
設
等

○地場産業、観光、レクリエーションに関する事業を行う法人に対する出資
○産業の振興を図るために必要な市町村道、農道、林道、漁港関連道
○漁港、港湾施設
○地場産業の振興に資する施設
○中小企業の育成又は企業の導入若しくは起業の促進のために市町村
が個人又は法人その他の団体に使用させるための工場、事務所

○観光、レクリエーションに関する施設
○産業の振興を図るために必要な市町村が管理する都道府県道
○林業用作業路
○農林漁業の経営の近代化のための施設
○商店街振興のために必要な共同利用施設

厚
生
施
設
等

○下水処理のための施設
○一般廃棄物処理のための施設
○火葬場
○消防施設
○保育所及び児童館
○認定こども園
○高齢者の保健又は福祉の向上又は増進を図るための施設
○障害者又は障害児の福祉の増進を図るための施設
○診療施設
○簡易水道施設及び簡易水道施設であった水道施設（平成19年度以
降の簡易水道事業統合により、簡易水道施設でなくなったもの）

○市町村保健センター、母子健康包括支援センター

交
通
通
信
施
設

○交通の確保を図るために必要な市町村道、農道、林道、漁港関連道
○電気通信に関する施設
○住民の交通手段の確保又は地域間交流のための鉄道施設及び鉄道車
両並びに軌道施設及び軌道車両

○交通の確保を図るために必要な市町村が管理する都道府県道
○住民の交通の便に供するための自動車、渡船施設
○除雪機械

教
育
文
化
施
設

○公民館その他の集会施設
○公立の小学校、中学校及び義務教育学校並びに市町村立の幼稚園、
高等学校、中等教育学校及び特別支援学校

○市町村立の専修学校、各種学校
○図書館
○地域文化の振興等を図るための施設
○公立の小学校、中学校若しくは義務教育学校又は市町村立の中等教
育学校の前期課程若しくは特別支援学校の学校給食施設・設備

○公立の小学校、中学校若しくは義務教育学校又は市町村立の高等学
校、中等教育学校若しくは特別支援学校の教職員住宅

○集落再編整備
○再生可能エネルギーを利用するための施設

（ソフト分）※出資及び施設整備費を除く

住民の日常的な移動のための交通手段の確保、地域医療の確保、集落の維持及び活性化その他の住民が将来にわ
たり安全に安心して暮らすことのできる地域社会の実現を図るため特別に地方債を財源として行うことが必要と認
められる事業（基金の積立てを含む）

※過疎地域持続的発展市町村計画は、当該市町村の公共施設等総合管理計画に
適合するよう定めることとされている（過疎法第８条第６項）

対象経費は次のようなものを除き、将来にわたり過疎地域の持続的発展に資する事業を広く対象
① 市町村の行政運営に通常必要とされる内部管理経費
② 生活保護等法令に基づき負担が義務づけられている経費
③ 地方債の元利償還に要する経費
④ 地域の持続的発展に資することなく効果が一過性である事業に要する経費
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○ 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法 第14条第2項
前項に規定するもののほか、住民の日常的な移動のための交通手段の確保、地域医療の確保、集落の維持及び活性化その他の住民

が将来にわたり安全に安心して暮らすことのできる地域社会の実現を図るため特別に地方債を財源として行うことが必要と認められ
る事業として過疎地域の市町村が市町村計画に定めるもの（当該事業の実施のために地方自治法（昭和二十二年法律第六十七号）第
二百四十一条の規定により設けられる基金の積立てを含む。次項において「過疎地域持続的発展特別事業」という。）の実施につき
当該市町村が必要とする経費（出資及び施設の整備につき必要とする経費を除く。）については、地方財政法第五条各号に掲げる経
費に該当しないものについても、人口、面積、財政状況その他の条件を考慮して総務省令で定めるところにより算定した額の範囲内
に限り、地方債をもってその財源とすることができる。

○ 対象経費は次のようなものを除き、将来にわたり過疎地域の持続的発展に資する事業を広く対象
（出資及び施設整備費を除く）

○ 医師確保事業（診療所開設費用補助）
○ ＩＣＴを活用した遠隔医療

①地域医療の確保

※その他 高齢者支援（配食サービス、通報システム）、
子育て支援、教育振興、森林対策、鳥獣被害対策、
伝統文化振興、自然エネルギー関係、防災対策 等

～具体的な事業例～

○ コミュニティバス、デマンドタクシー等の運行
○ バス路線維持に向けた民間バス事業者への補助

②生活交通の確保

○ 集落支援員の設置、集落点検や集落課題の話し合いの実施
○ 移住・交流事業（インターネット広報や空き家バンク等）

③集落の維持及び活性化

○ 農業の担い手・人づくり対策、６次産業化
○ 企業誘致・雇用対策（コミュニティビジネスの起業等）

④産業の振興

過疎対策事業債ソフト分について

① 市町村の行政運営に通常必要とされる内部管理経費
② 生活保護等法令に基づき負担が義務づけられている経費
③ 地方債の元利償還に要する経費
④ 地域の持続的発展に資することなく効果が一過性である事業に要する経費
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過疎対策事業債（ソフト分）の発行限度額について

＜発行限度額の算定＞

○ 算式

Ａ×（0.51－Ｂ）× 1 ／15

（算式の符号）

Ａ 当該市町村の発行限度額を算定する年度の前年度の地方交付税第11条の規定により算定した基準財政需要額
Ｂ 当該市町村の財政力指数（発行限度額を算定する年度前３年度の平均）

○ 最低限度額3,500万円

限度額算定のイメージ

56



（参考）各種指標の説明
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（参考）各種指標の説明

○ 財政力指数

地方公共団体の財政力を示す指数で、基準財政収入額を基準財政需要額で除して得た数値の３年間の平均値。

○ 実質収支と実質単年度収支

・ 実質収支とは、歳入決算額から歳出決算額を単純に差し引いた額（形式収支）から、翌年度への繰越し財源（継続費の逓
次繰越［執行残額］、繰越明許費繰越等に伴い翌年度へ繰り越すべき財源）を差し引いたもの。これには過去からの収支
の赤字・黒字要素が含まれている。

・ 実質単年度収支とは、実質収支から前年度の実質収支を差し引いた額（単年度収支）から、実質的な黒字要素（財政調
整基金への積立額及び地方債の繰上償還額）を加え、赤字要素（財政調整基金の取崩し額）を差し引いたもの。当該年度
だけの実質的な収支を把握するための指標。

実質単年度収支＝当該年度実質収支－前年度実質収支＋財政調整基金積立額＋地方債繰上償還額
－財政調整基金取崩し額

○ 経常収支比率

人件費、扶助費、公債費のように毎年度経常的に支出される経費（経常的経費）に充当された一般財源の額が、地方税、
普通交付税を中心とする毎年度経常的に収入される一般財源（経常一般財源）、減収補塡債特例分及び臨時財政対策債
の合計額に占める割合。

人件費、扶助費、公債費等に充当した一般財源

経常一般財源（地方税＋普通交付税等）＋減収補填債特例分＋臨時財政対策債
経常収支比率 ＝
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一般会計等の実質赤字額

標準財政規模
実質赤字比率 ＝

・ 一般会計等の実質赤字額 ： 一般会計及び特別会計のうち普通会計に相当する会計における実質赤字の額

・ 実質赤字の額 ＝ 繰上充用額 ＋（支払繰延額＋事業繰越額）

連結実質赤字額

標準財政規模
連結実質赤字比率 ＝

・ 連結実質赤字額 ： イとロの合計額がハとニの合計額を超える場合の当該超える額

イ 一般会計及び公営企業（地方公営企業法適用企業・非適用企業）以外の特別会計のうち、実質赤字を生じた会計の実質赤字の合計額

ロ 公営企業の特別会計のうち、資金の不足額を生じた会計の資金の不足額の合計額

ハ 一般会計及び公営企業以外の特別会計のうち、実質黒字を生じた会計の実質黒字の合計額

ニ 公営企業の特別会計のうち、資金の剰余額を生じた会計の資金の剰余額の合計額

（地方債の元利償還金 ＋ 準元利償還金） －
（特定財源 ＋ 元利償還金・準元利償還金に係る基準財政需要額算入額）

標準財政規模 －（元利償還金・準元利償還金に係る基準財政需要額算入額）

実質公債費比率

（３か年平均）

・ 準元利償還金 ： イからホまでの合計額

イ 満期一括償還地方債について、償還期間を30年とする元金均等年賦償還とした場合における1年当たりの元金償還金相当額

ロ 一般会計等から一般会計等以外の特別会計への繰出金のうち、公営企業債の償還の財源に充てたと認められるもの

ハ 組合・地方開発事業団（組合等）への負担金・補助金のうち、組合等が起こした地方債の償還の財源に充てたと認められるもの

ニ 債務負担行為に基づく支出のうち公債費に準ずるもの

ホ 一時借入金の利子

＝

＜健全化判断比率・資金不足比率について＞

○ 実質赤字比率

○ 連結実質赤字比率

○ 実質公債費比率
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・ 将来負担額 ： イからヌまでの合計額

イ 一般会計等の当該年度の前年度末における地方債現在高

ロ 債務負担行為に基づく支出予定額（地方財政法第5条各号の経費に係るもの）

ハ 一般会計等以外の会計の地方債の元金償還に充てる一般会計等からの繰入見込額

ニ 当該団体が加入する組合等の地方債の元金償還に充てる当該団体からの負担等見込額

ホ 退職手当支給予定額（全職員に対する期末要支給額）のうち、一般会計等の負担見込額

ヘ 地方公共団体が設立した一定の法人（設立法人）の負債の額のうち、当該設立法人の財務・経営状況を勘案した一般会計等の負担見込額

ト 当該団体が受益権を有する信託の負債の額のうち、当該信託に係る信託財産の状況を勘案した一般会計等の負担見込額

チ 設立法人以外の者のために負担している債務の額及び当該年度の前年度に当該年度の前年度内に償還すべきものとして当該団体の一般会計等から

設立法人以外の者に対して貸付けを行った貸付金の額のうち、当該設立法人以外の者の財務・経営状況を勘案した一般会計等の負担見込額

リ 連結実質赤字額

ヌ 組合等の連結実質赤字額相当額のうち一般会計等の負担見込額

・ 充当可能基金額 ： イからチまでの償還額等に充てることができる地方自治法第241条の基金

資金の不足額

事業の規模
資金不足比率 ＝

・ 資金の不足額 ： 資金の不足額（法適用企業）＝（流動負債＋建設改良費等以外の経費の財源に充てるために起こした地方債の
現在高 －流動資産） － 解消可能資金不足額

資金の不足額（法非適用企業）＝（歳出額＋建設改良費等以外の経費の財源に充てるために起こした地方債の

現在高 －歳入額）－ 解消可能資金不足額

※ 解消可能資金不足額 ： 事業の性質上、事業開始後一定期間に構造的に資金の不足額が生じる等の事情がある場合において、資金の不足額から

控除する一定の額。

※ 宅地造成事業を行う公営企業については、土地の評価に係る流動資産の算定等に関する特例がある。

・ 事業の規模 ： 事業の規模（法適用企業）＝ 営業収益の額 － 受託工事収益の額

事業の規模（法非適用企業）＝ 営業収益に相当する収入の額 － 受託工事収益に相当する収入の額

※ 指定管理者制度（利用料金制）を導入している公営企業については、営業収益の額に関する特例がある。

※ 宅地造成事業のみを行う公営企業の事業の規模については、「事業経営のための財源規模」（調達した資金規模）を示す資本及び負債の合計額とする。

将来負担額 － （充当可能基金額 ＋ 特定財源見込額 ＋ 地方債現在高等に係る基準財政需要額算入見込額）

標準財政規模 － （元利償還金・準元利償還金に係る基準財政需要額算入額）
将来負担比率 ＝

○ 将来負担比率

○ 資金不足比率
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